
　大村駅から徒歩５分の場所に位置し、
整形外科を主体とした全６科標榜の一般
病院です。患者さんの希望に添えるよう
な医療を提供するため、「患者さん本位の
医療」「安全と信頼の医療」「地域に貢献
する医療」の病院理念の基、愛情と責任
を持った心温かな看護の提供と看護職の
育成強化に努めています。

医療法人
76床
 一般病棟40床
 回復期リハビリテーション病棟36床
96％（H26年度）
一般10対1　回復期リハ13対1
正規職員63名　非正規職員8名
【補助者】13名（平成26年度）
38.1歳（H26年）
8.6%（H２６年度）

【 設置主体】
【 病 床 数 】

【病床稼働率】
【入院基本料】
【看護職員数】

【看護師の平均年齢】
【 離 職 率 】

貞松病院
医療法人慧明会

大村市東本町537
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長崎県内のWLBに取り組む病院をご紹介!!

BWLBWW
3年間の取り組み

【病院の特徴】

3年間の主な成果

まとめと課題

主な取り組み

・取り組みの説明と周知
・インデックス調査結果および進捗状況報告

①理事会への報告。
②環境調整委員会をWLB委員会とし取り組み状況と経過報告会を月１回実施した。

①パート職員２名採用した。
②多様な時間差の組み合わせで昼休憩が確実に取得できた。
③遅出就業時間を変更した。
④職員間の協力意識が確認できた。

わたし達の

１ WLB推進体制づくり １

2 3 4

・時間外勤務が多かった外来と一般病棟に
焦点をあて、業務内容、量の調査を定期的
に実施・検討

2 超過勤務時間の削減

・時差勤務時間帯の検討と看護師増員

3 多様な勤務形態の導入

・業務改善と業務委譲

4 看護ケアの充実

・就業規則見直しと確認

6 労働条件・処遇の改善

・就業規則再読と周知

5 特別休暇の見直し・有給休暇の取得促進

外来

①準夜３人体制へ増員した。
②準夜業務マニュアル見直しをした。
③夜勤者への申し送り時間変更・情報収集場所と時間（電子カルテ増台）
を確保した。
④看護師補助者の早出・遅出時間を変更し、朝・夕の業務委譲を行った
⑤週１回のノー残業デイを開始した。

一般
病棟

①各部署で就業規則の再読を徹底した。
②慶弔休暇などの特別休暇、永年勤続褒賞が見直された。
③各職員が有給日数を自己管理できるように年休取得表を提示した。
④勤務表作成時に有給を計画的に組み入れた。
⑤年末年始・お盆休暇が増えた。

３年間の取り組みと結果を再度、見直し考えてみると１年目は電子カルテ導入と重
なりとても不安であった。開始後は、インデックス調査による現状把握・分析・ワー
クショップでの課題の明確化ができ、的確なアドバイス等を受けながら進めて行く
事ができた。このWLB事業参加は、他病院施設の状況が解り、自病院の良い部分
も確認できた。いろいろな考え方や方法を学び「参加して本当に良かった」と、応援
していただいた関係者の方々に心から感謝している。明るい職場づくり・WLB取り
組みの重要性を職員全員が認識し、今後も継続していきたい。

5 6

平成27年度
カンゴサウルス賞
受賞病院

　平成28年度がスタートしました。　
　新人の皆さんは、少しは職場に慣れてきましたか？何かと
戸惑うことも多いでしょうが、徐々に自分らしさを発揮してくだ
さい。協会長の卒業式祝辞には、没後50年になるディズ
ニーの有名な言葉を引用し、餞としました。
“すべての夢は叶う。追い続ける勇気があれば”

ウォルト・ディズニー
　今の新人も、昔の新人も、長い看護人生にさまざまな夢を
もち、夢の実現に向けて日々 を過ごしてほしいと思います。
　さて、看護を取巻く社会情勢としては、2025年に必要とな
る病床数を推計し、医療提供体制を整えるための長崎県
地域医療構想策定に向け、医療圏域ごと（本県は支部区
分とほぼ一致）の調整会議が始まりました。病院の機能分
化、病床機能の転換、在宅医療が更に推進されていくこと
になります。看護管理者には自院の方向性決定に主体的
に参画すること、病床転換など職場環境に変化をもたらす
選択がある場合には、看護管理者自身が動じることなく、自

院の果たすべき使命、それに沿う看護の目標を設定するこ
と、看護職員のモチベーションを下げることなくキャリア開発
を進め、地域での役割を果たすこと、そのリーダーシップが
求められます。外来の強化や、専門外来の検討など必要に
なるかもしれません。本協会でも研修等を企画しています。
ご活用ください。日本看護協会では、『2025年に向けた看
護の挑戦－看護の将来ビジョン－いのち・暮らし・尊厳をまも
り支える看護』を公表し看護職の進むべき道筋を示しまし
た。「本ビジョンが、看護が目指す機能・役割について、国
民・関係者と合意形成が進むための一助となると同時に、
看護職自身が将来に向けての看護の立ち位置を今一度
確認し、自信と誇りを持って、看護の専門性を発揮するため
の指針となることを願う」（巻頭言より）ものです。ぜひ参考に
してください。
　今後もそれぞれの領域における看護の充実に向け協会
組織の強化は不可欠です。更なるご協力・ご支援をお願い
致します。

会長  副島都志子

平成28年度・新年度のごあいさつ

看護の充実のために
一層の協会組織の強化

平成27年度
認定看護管理者教育課程を修了しました

セカンドレベル研修修了者：28名
ファーストレベル研修修了者：80名

認定看護管理者教育課程運営委員会
委員長　益冨　美津代
　平成27年度ファーストレベル、セカンドレベル修了者の皆さん、修了おめでとうございます。
　約半年間の長い期間、学んだ知識に加えて一緒に学んだ仲間との繋がりは、これからの皆さんの看護人生に大きな宝物
をもたらしてくれることでしょう。今看護管理者への道を歩み始めた方たち、そして今から歩もうとしている方たち、どうぞファース
トレベル、セカンドレベルの門を叩いてみてください。きっと『今までとは違う何か』を掴めるはずです。

認定看護管理者教育課程
ファーストレベル修了者代表
堀内　清孝
　振り返れば、9ヶ月前、私たちは、看護実践や看
護教育の場で抱いた看護管理の問いを解決すべ
く、また、看護管理上必要な基礎知識を修得するこ
とを目的に、認定看護管理者教育課程ファーストレベルを受講しまし
た。入講当初は、慣れない座学に戸惑い、次々出される課題に追わ
れ、自分の力不足を実感し、時には仕事をしながら学ぶことの難しさを
痛感しました。しかし、共に悩み、共に励ましあってきた仲間や、時に厳
しく、時に温かく私たちをご指導して下さった先生方の存在も大きく、本
当に多くの方々に支えられて一歩一歩前進していくことができたという
ことを実感しています。多くの仲間と共に過ごした時間は、自分の視野
を広げ、思い出に残る貴重なものになることと思っています。
　今後は、大変厳しい教育課程を皆で乗り越えた自信と誇りや学び
を糧に、看護管理者として保健医療福祉を取り巻く環境の変化や
ヘルスニーズを把握し、変革を起こしていくため行動していきます。

認定看護管理者教育課程
セカンドレベル修了者代表
田中　伸子
　研修期間の約7カ月間は、それぞれの職
場が抱える問題と真正面から向き合う濃厚
な時間となりました。問題を感覚的にとらえる

だけでなく、詳細な現状の分析を行い、そこから見いだされた課
題の解決に向け、理論的根拠を持った変革のための実践計
画の立案の過程において培った力は、今後、職場の人 を々巻
き込み、変革の波を起こすための原動力となりました。
　これから、2025年を目前にして、様々な変化が起きてくること
でしょう。その中でも看護者である我々は、常に患者の側にある
看護の普遍的な役割を見失うことなく、右手に明日への希望、
左手に仲間との絆を握りしめ、目の前に起きてくるであろう新た
な問題に立ち向かっていきたいと思っております。
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